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＜適時開示体制の概要＞ 

 

(1)基本方針 

当社は、適時、適切かつ公平な情報開示により、企業価値の適切な評価を市場から得

ることが重要であると認識し、「ディスクロージャー・ポリシー」を定め、これを当

社ウェブサイトに掲載しています。

(https://jpn.nec.com/ir/corporate/disclosure.html) 

当社は、経営内容、事業活動状況等の企業情報を、関係法令（金融商品取引法に定める

フェア・ディスクロージャー・ルールを含む。）および東京証券取引所の上場規程等に

従って管理し、開示します。また、開示する企業情報の正確性を常に確保し、適時、適

切かつ公平な方法により情報発信を行います。 

 

(2)情報開示体制 

当社は、適時、適切かつ公平な情報開示の体制を確保するため、社内関係部門および子

会社との間で密接に連携をはかっています。 

 

当社の具体的な情報開示の体制は次のとおりです。 

社内関係部門は、当社および子会社で発生した重要な情報で適時開示を要すると考え

られるものを法務統括部およびコーポレートコミュニケーション統括部に報告します。

法務統括部およびコーポレートコミュニケーション統括部は、当該情報が適時開示基

準に該当するか否かをチェックし、適時開示を要する情報については速やかに適切な

情報開示を行います。また、決定事実および決算情報については、社内での必要な機関

決定を経た後、直ちに情報開示を行うこととしています。 

 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 
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